
対馬ＳＤＧｓパートナーズ登録制度実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この告示は、対馬市における持続可能な開発目標（以下「ＳＤＧｓ」

という。）の達成に向けた取組を進める企業、団体等を対馬ＳＤＧｓパート

ナー又は対馬ＳＤＧｓサポーターとして登録し、企業、団体等の取組の見え

る化を進めることにより、対馬市におけるＳＤＧｓの主流化と目標達成に寄

与することを目的とする。 

（対象） 

第２条 登録対象は、対馬市においてＳＤＧｓの達成に向けた取組又は活動目

標につながる取組を実施する、又は実施する意思がある企業、団体、教育機

関、研究機関、特定非営利法人、その他団体又は個人事業主若しくは個人等

（以下「企業、団体等」という。）とする。 

 （定義） 

第３条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 

めるところによる。 

 (１) 対馬ＳＤＧｓパートナー ＳＤＧｓの達成に向けた取組又は対馬市Ｓ

ＤＧｓアクションプラン（以下「アクションプラン」という。）に沿って

活動することを宣言し、アクションプランに基づくプロジェクトに賛同・

参画する企業、団体等 

 (２) 対馬ＳＤＧｓサポーター ＳＤＧｓの達成に向けた取組又はアクショ

ンプランに沿って活動することを宣言し、アクションプランに基づくプロ

ジェクトを支援・応援する企業、団体等 

 (３) 対馬ＳＤＧｓパートナーズ 対馬ＳＤＧｓパートナー及び対馬ＳＤＧ

ｓサポーターの総称 

 (４) 対馬ＳＤＧｓプラットフォーム 対馬ＳＤＧｓパートナーズの各々の

活動の活性化を図ることを目的とした交流及び連携の場 

 （取組） 

第４条 対馬ＳＤＧｓパートナーズ(以下「パートナーズ」という。)は、対馬

ＳＤＧｓプラットフォームに参画するとともに、次の取組を行うものとする。 



 (１) ＳＤＧｓの主流化に向けた普及啓発 

 (２) ＳＤＧｓの理念に沿った活動の展開 

 (３) その他ＳＤＧｓの推進に関する活動 

 （登録要件） 

第５条 パートナーズの登録要件は、次の各号の全てを満たすものとする。 

 (１) ＳＤＧｓの達成に向けた取組又はアクションプランに沿って活動する

ことを宣言し、アクションプランに基づくプロジェクトに賛同する意思が

あること。 

 (２) 対馬市においてＳＤＧｓの達成に向けた取組を行っている、又は取組

む意思があること。 

 (３) 対馬市ＳＤＧｓアクションプランに沿った活動を行っている、又は取

組む意思があること。 

 (４) 登録後にあっては、他のパートナーズと協働してＳＤＧｓの推進及び

普及啓発に取り組む意思があること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する企業、団体等は

登録の対象外とする。 

 (１)  対馬市暴力団排除条例（平成２４年対馬市条例第５１号）第２条第２

号に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過していな

い者も含む。）である者及び同条第１項に規定する暴力団若しくは暴力団

員と密接な関係を有している者 

 (２) 対馬市が発注する工事等の契約に係る指名停止の措置要綱（平成１６

年対馬市告示第５８号）第２条第１項の規定による指名停止を受けている 

  もの 

 (３) 公序良俗に反する活動を行うもの 

 (４) 政治活動、宗教活動を目的とするもの 

 (５) 納付すべき税等を滞納しているもの 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、パートナーズとして適当でないと市長が

認めるもの 

（登録の申込み等） 

第６条 パートナーズに登録しようとする企業、団体等は、対馬ＳＤＧｓパー



トナーズ登録(新規・変更・更新)申込書(様式第１号又は様式第２号）（以下

「申込書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により提出された申込書の内容を審査し、適当と認め

るときは、パートナーズの登録を決定するものとする。 

３ 市長は、前項の規定によりパートナーズの登録を決定したときは、登録証

を添えて登録通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

４ 前項の登録証は、市長が別に定めるものとする。 

 （活動状況報告） 

第７条 対馬ＳＤＧｓパートナーは、毎年度末までに、対馬ＳＤＧｓパートナ

ー活動状況報告書(様式第４号)を市長に提出しなければならない。 

 （登録内容の変更） 

第８条 パートナーズは、登録内容に変更(申込者の変更等含む。)が生じたと

きは、申込書を速やかに提出するものとする。 

 （登録の取消し） 

第９条 市長は、パートナーズが次の各号のいずれかに該当するときは、登録

を取り消すものとする。 

 (１) パートナーズが登録の取消しを求めるとき。 

 (２) 虚偽の申請により、登録を受けたことが判明したとき。 

 (３) 第５条第２項各号のいずれかに該当したとき。 

 (４) 解散等の理由により、ＳＤＧｓに関する活動の継続が困難になったと

き。 

 (５) 対馬ＳＤＧｓパートナーが第７条の規定による活動状況の報告を行わ

なかったとき。 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、登録を継続することが適当でないと市長

が認めたとき。 

２ パートナーズは、前項第１号の規定により登録の取消しを求める場合は、

対馬ＳＤＧｓパートナーズ登録辞退届 (様式第５号又は様式第６号)を市長

に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により、登録の取消しを決定したときは、対馬ＳＤ

Ｇｓパートナーズ登録取消決定通知書(様式第７号)により当該企業、団体等



に通知しなければならない。 

４ 第１項の規定により、パートナーズの登録を取り消された企業、団体等は、

登録証を速やかに市長に返還しなければならない。 

 （登録の有効期限） 

第１０条 登録の有効期限は、登録の日から２年を経過する当該年度末とする。 

（登録の更新） 

第１１条 パートナーズは、前条の登録の有効期限の到来後も引き続き登録を

希望する場合は、申込書を有効期限までに市長に提出するものとする。 

（登録の公表） 

第１２条 市長は、パートナーズの名称、その取組等について、市ホームペー

ジにおける掲載その他の適切な方法により公表するものとする。ただし、パ

ートナーズの了承が得られない場合は、この限りではない。 

（事務の所掌） 

第１３条 この告示に関する事務は、しまづくり推進部政策企画課ＳＤＧｓ推

進室が行うものとする。 

（その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 
 この告示は、令和４年１０月１日から施行する。 


